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会   議    録  

会議の名称 第２回大牟田市個人情報保護審議会 

事 務 局      企画総務部総務課（内線 3174）         

開 催 日 時      平成 29 年７月 21 日（金）  ９時 45 分～ 11 時 00 分  

開 催 場 所      大牟田市役所北別館４階  第１委員会室 

公開・非公開 公開  

非公開理由  

傍聴者数  ０人  

出 席 委 員      
宮崎  智美（会長）  道山  治延（副会長） 

一ノ瀬  彰子       竹本  安伸        藤井  チヨ子  

事務局職員 

職   氏   名  

総務課  企画担当課長 古家  真弓  

同    主査      山田  寿美子  

同    担当      西原  一彦  

会 議 次 第      

１議事  

①保有個人情報等の取扱いについて（諮問） 

②保有個人情報等の取扱いについて（報告） 

③個人情報取扱事務の届出について（報告） 

会議の概要 

１議事  

①保有個人情報等の取扱いについて諮問した。 

②保有個人情報等の取扱いについて報告した。 

③個人情報取扱事務の届出について報告した。 

 

審 議 経 過      

 発言者  発   言   内   容  
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 議事①保有個人情報等の取扱いの諮問について説明を。

（資料に基づき説明） 

 質問や意見はないか。 

 氏名は匿名化するとのことだが、氏名など特定できる情

報を削除して、他の番号を割り振るという方法をとるの

か。 

 はい。  

 再結合するためのデータは、鍵付の金庫に保管、又はネ

ットワークに繋がっていないコンピューターで保管する

ようになると思うが、それで良いか。 

 はい。  

 おそらくこの様な研究での個人情報は、本人の同意がな

いものは研究終了後５年くらいで廃棄することが多いよ

うだが、東京大学に提供したデータはどれくらい保管する

のか。 

 東京大学との契約が平成 30 年３月 31 日となっているた

め、そこまでには作業を終わらせ、個人情報については、

廃棄する予定となっている。 

 研究期間が終了したら削除するということか。 

 匿名化された情報は残るが、それ以外は連結できるデー

タを含め削除する。 

 有明高専にもこれらの情報がいくのか。 

 有明高専にはいかない。東京大学には共同研究というこ

とでデータを渡す。 

 東京大学への提供は目的外利用ではなく、契約によるも
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のとなるのか。 

 はい。  

 古い住宅や空き家を地域住民のためのサロンとして利

用しているものがあるが、そのことも研究に含まれるの

か。 

高齢の一人暮らしの方が怪我をして病院に入院後、退院

して自宅へ戻るとき、環境の違いなどで心配になられる場

合があり、空き家をそういった、高齢者が集まって生活で

きる中間施設として利用するなど、空き家対策の取り組み

を本市で行っており、今回、サロン等が必要である前提も

研究できればと考えている。 

 サロンを誰が利用しているかも調査するのか。 

 いいえ。  

 研究費はどうなっているか。 

 大牟田市と東京大学とで共同研究として委託契約を交

わし、大牟田市から東京大学へ委託費用を支払う。 

 研究に民間企業が入ることはあるか。 

 ない。  

 平成２８年１月１日時点だけではなく、平成２３年１月

１日時点の住民基本台帳事務も利用するのはなぜか。 

 住民基本台帳の５年間の差を調査する。 

 固定資産税台帳の５年間の調査はしないのか。 

 はい。今回の調査では住民基本台帳のみ行う。 

 他に質問や意見はないか。 

 ＜なし＞  

 提供情報は必要な範囲内である。また、東京大学とも個

人情報については適切に契約をしているとのことである

ため、目的外利用を行ってもよいか。 

＜了承＞  

 この件は目的外利用を行ってよいものとする。 

 

議事②保有個人情報等の取扱いの報告について事務局

から説明を。 

（資料に基づき説明） 

 質問や意見はないか。 

＜なし＞  

 

議事③個人情報取扱事務の届出について事務局から説

明を。 

（資料に基づき説明） 

 質問や意見はないか。 

 ２５ページの災害の連絡は、ＦＡＸで行うため、電話番

号ではなくＦＡＸ番号を収集しているはずだが、電話番号

に印がついているのはなぜか。 

 電話番号の項目には、ＦＡＸ番号も含まれている。 

他に質問等はないか。 

＜なし＞  

 

 以上で審議会を終了する。 

 


